
総務常任委員会資料

都市安全部　北部整備課

議案第５５号

（１）　概要

国％ 県％ 地元％

（２）　その他の補助金

国％ 県％ 地元％

1 ・市町、土地改良区等

・ため池廃止は、県又は市
町

市町営（ため池廃止、浚
渫を除く）
（小規模）

（小規模中山間）

（ため池廃止、浚渫）
（小規模）

（小規模中山間）

（ ）…受益面積0.5～2ha
未満の場合の補助率

2 団体営ため池等整
備事業（ため池水
質改善）

【農村地域防災減災事
業】
ため池整備事業：ため池
水質改善工事

・市町、土地改良区等（受
益面積５ha以上10ha未
満、中山間地域は５ha未
満）
但し、高度な技術を要する
場合は、県とすることがで
きる。

（大規模）

（小規模）

 55

50

28

33・29

17

17・21

　水質悪化が著しく、地域の農業生産及び周辺環境に対
して悪影響を与えているため池の水質を改善するために
必要な工事

3 団体営ため池等整
備事業
（ため池緊急防災
体制整備促進事
業）

【農村地域防災減災事
業】
ため池緊急防災体制整
備促進事業

・市町

①②③⑤

①②③⑤中山間

④
（平成34年度まで）
※上限1,000万円

50

55

100

20

20

0

30

25

0

①　監視・管理体制の強化
②　緊急的な防災対策の実施
③　減災対策の実施
④　地域防災上のリスク除去
⑤　ハード整備の着手促進

0 施設の監視・管理体制の強化、ハザードマップの作成、権利関
係の調整
【監視・管理体制の強化】
施設が損壊した場合に、下流の人家、公共施設等へ影響をあた
えるおそれがある等のため池において、災害の発生を未然に防
止するために必要な監視・管理に必要な技術習得のための研修
の開催、地域住民を含めた管理体制の構築に資する活動等の
実施
【減災対策の実施】
(ｱ) 災害が発生した場合に周辺住民等へ被害を及ぼすおそれの
ある農業用用排水施設に係るハザードマップの作成及び作成の
ために必要な調査、試験及び測量等であって、次に掲げる事項
に務めること。
(ｲ) ハザードマップを活用した防災訓練等の実施
【ハード整備の着手促進】
施設が損壊した場合、下流の人家や公共施設等へ影響をあたえ
るおそれがある等の農業用用排水施設において、ハード整備に
着手するために必要な、ため池敷地の所有者を確定するための
相続関係の調査、所有者を確定するための申立てに必要な資料
作成、用地境界を確定するための測量等の実施。なお、所有者
を確定するための申立てとは、不在者財産管理人の選任の申立
て、土地の権利者が死亡している場合の相続財産管理人の選定
の申立て等をいう。

事業名 国補助事業・交付金名 事業主体
経費負担区分

事業内容

団体営ため池等整
備事業
　（農業水路等長
寿命化・防　災減
災事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
機能発揮対策：(2)体制
整備

・市町・土地改良区等 100 0

　災害の発生するおそれがある場合に早急に整備するた
め池の新設、変更、新設と併せ行う廃止、旧農業用ため池
の廃止、しゅんせつ、附帯施設の整備、下流水路の整備、
管理施設の整備
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団体営ため池等整
備事業（ため池整
備）

No.
経費負担区分

事業名 国補助事業・交付金名 事業主体

団体営ため池等整
備事業（ため池整
備）

【農村地域防災減災事
業】
ため池整備事業：ため池
整備工事

令和元年度宝塚市一般会計補正予算（第１号）について

資料７　資料名　団体営ため池等整備事業補助金

事業内容

      老朽化し早急に整備が必要なため池及び用排水施設の整備や傾斜地等の土砂崩壊防

    止施設、湖岸堤防の改修等のハード整備を行うとともに、マップ作成等のソフト対策

    を行うことにより、災害の未然防止又は被害の最小化を図り、地域の防災安全度の

    向上に貢献するための事業に対する補助金。

16国02国04農01農　　　団体営ため池等整備事業補助金　　　5，500，000円



国％ 県％ 地元％
No.

経費負担区分
事業名 国補助事業・交付金名 事業主体 事業内容

4 団体営ため池等整
備事業（農業基盤
整備促進事業）

・【農業基盤整備促進事
業】
・【農山漁村地域整備交
付金】
　農業基盤整備促進事
業（ため池整備）

・市町、土地改良区等

（　）…中山間地域補助率

50
（55）

6.5
（6.5）

43.5
（38.5）

農業用用排水施設等の整備

5 団体営ため池等整
備事業（ため池整
備）

【農村地域防災減災事
業】
ため池整備事業：ため池
長寿命化工事

・市町

（団体営）

（団体営中山間）

土地改良区等

（団体営）

（団体営中山間）

（　）…受益面積2.0ha未満
の場合の補助率

50

55

50

55

5
(1)
5
(1)

20
(10)
20
(10)

45
(49)
40
(44)

30
(40)
25
(35)

施設の機能保全・更新等を計画的に実施するための中長
期的な計画（施設長寿命化計画等）に基づいて適切な管
理が行われているため池の長寿命化を図るために必要な
工事

6 ・団体営ため池等
整備事業
　（農業水路等長
寿命化・防災減災
事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
防災減災対策：
(1)自然災害等対策   利
活用保全

・市町、土地改良区等

（団体営）

（団体営中山間）

（　）…受益面積2.0ha未満
の場合の補助率

50

55

20
(10)
20
(10)

30
(40)
25
(35)

自然災害等により被害が発生する恐れのある農業用用排
水施設等の整備

【自然災害等対策】利活用保全
農業用用排水施設の利活用保全のために必要な生態系
保全施設、地域防災施設、渇水対策施設の整備

7 団体営ため池等整
備事業
　（農業水路等長
寿命化・防災減災
事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
防災減災対策：
(2)危機管理対策　危機
管理システム等整備

・市町、土地改良区等

（団体営）

（団体営中山間）

（　）…受益面積2.0ha未満
の場合の補助率

50

55

20
(10)
20
(10)

30
(40)
25
(35)

防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備

【危機管理対策】危機管理システム等整備
（ｱ) 農業用用排水施設等の災害に係る危機管理のために
必要な情報に関するシステムの整備
(ｲ) 農業用用排水施設における危機管理向上施設の整備

8 団体営ため池等整
備事業
　（農業水路等長
寿命化・防災減災
事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
防災減災対策：
(2)危機管理対策　緊急
的な防災対策

・市町、土地改良区等

（団体営）

（団体営中山間）

（　）…受益面積2.0ha未満
の場合の補助率

50

55

20
(10)
20
(10)

30
(40)
25
(35)

防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備

【危機管理対策】緊急的な防災対策
ため池の防災機能を確保するために必要な、緊急時に対応する
ための排水ポンプの設置等の実施

9 団体営ため池等整
備事業
　（農業水路等長
寿命化・防災減災
事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
防災減災対策：
(2)危機管理対策　安全
確保対策

・市町、土地改良区等

（団体営）

（団体営中山間）

（　）…受益面積2.0ha未満
の場合の補助率

50

55

20
(10)
20
(10)

30
(40)
25
(35)

防災安全度の向上を図るために行う管理施設等の整備

【危機管理対策】安全確保対策
農業用用排水施設への転落等による被害の防止又は軽
減を図るための安全施設の整備

10 団体営ため池等整
備事業
　（農業水路等長
寿命化・防災減災
事業）

【農業水路等長寿命化・
防災減災事業】
機能発揮対策：(1)調査
計画等

・市町・土地改良区等 100 0 0 施設の長寿命化対策及び防災減災対策に必要な諸条件につい
て行う調査、その計画の策定等
【実施計画策定】
(ｱ) 施設の整備に係る地域の諸条件等の調査及び実施計画の
策定
(ｲ) 水管理方法の技術的検討、魚道の整備に係る調査及び事業
構想の策定等
(ｳ) その他、地域の水管理上必要となる調査・計画
【耐震性点検・調査】
過去に大規模地震が発生したことのある地域又は今後大規模地
震が発生するおそれの高い地域において実施する農業用用排
水施設の耐震性調査
【ため池緊急防災対策】
人命・人家又は公共施設等に被害を及ぼすおそれの高い農業
用又は旧農業用ため池を対象として計画的に防災対策を推進す
るために行う調査及び当該ため池に係る諸元等の詳細情報の整
備


